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地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

　本市は、市域の約９２％が山林で、沿岸部には変化に富んだリアス式海岸が形成されるなど、豊かな自然環境に恵まれている一

方、市街地周辺部には１０ヶ所の集落が点在し、それぞれの地域において過疎高齢化が進行していることから、これらの各地域の

公共交通をいかにして結ぶかが重要な課題とされてきました。

　本市の公共交通機関は、鉄道、路線バス、タクシーがその役割を担っています。鉄道はＪＲ紀勢本線、路線バスは｢尾鷲長島線｣、

｢島勝線｣、｢ふれあいバス尾鷲地区｣、「ふれあいバス須賀利地区」、｢ふれあいバスハラソ線｣、｢ふれあいバス八鬼山線｣と、都市等

を結ぶ長距離バスが運行されています。

　少子高齢化・過疎化等の理由により、本市の高齢化率は年々増加傾向にあり、通勤や通学で利用する人口も減少を続け、公共

交通サービスを維持確保していくためにはより多くの市民が公共交通を利用する必要があり、まちづくりと一体となった公共交通の

利用促進が求められます。

　これを実現するために、市民ニーズに応じた生活交通を確保することを目的として、尾鷲市地域公共交通網形成計画を策定する

とともに、この計画を踏まえた地域公共交通確保維持改善事業に取り組んでまいります。


